
悪質な重量制限違反者への告発（レッドカード）について（案）

背 景
通⾏台数

【図 道路橋の劣化に与える影響】

０．３%の重量を違法に超過した⼤型⾞両※が道路橋の劣化に与える影響
は全交通の約９割を占め、⼀部の違反⾞両が道路を劣化させる主要因と
なっている。

軸重２０トン車が道路橋に与える影響は 軸重１０トン車の約４ ０００台に相当

※車両総重量20tを超える違反車両
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劣化への影響は重さの12乗に⽐例

← 過積載⼤型⾞両 遵守⾞両

過積載⼤型⾞両 遵守⾞両

通⾏台数

劣化への影響度

自動計測装置
（全国39箇所に
設置）のデータ
から試算

軸重２０トン車が道路橋に与える影響は、軸重１０トン車の約４，０００台に相当
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基準の２倍以上の重量超過の悪質違反者に厳罰化⇨現地取締りで違反を確認した場合は告発(ﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞ）
告発対象者の条件

○⾞両総重量の⼀般的制限値（国管理道路は最⼤２７ｔ）を基準とし、下記に該当する場合には、当該総
重量違反の事実をもって告発（レッドカード）の対象とします。（基準については、⾞両制限令第３条並びに

◆車両総重量が「基準×２」以上の車両

なお、特車通行許可車両は、「基準×２＋（許可総重量－基準）」

⾞両の通⾏の許可の⼿続き等を定める省令第１条及び第１条の２に掲げる表中のうち該当する総重量による）

27t 27t基準×２＝５４ｔ

レッドカード条件：「総重量54t以上」○無許可のセミトレーラ連結車でのレッドカード例

基準＝一般的制限値２７ｔ（セミトレーラ連結車の例）

※ なお、⾞両総重量が基準の２倍に達しない場合にあっても、⾞両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通⾏の中⽌
等を命ずるとともに、是正指導が⾏われることがあります。また、常習的に違反が⾏われていることが確認された場合にあっては、現
⾏通達に基づいて告発の対象になることがあります。

○道路法１０２条（無許可）により、１００万円以下の罰⾦ 等
告発による罰則


